
 

 

山梨県 

宅地建物取引業者免許申請の手引 

（ 新規・更新） 

 

＜申請にあたってのご注意＞ 

                                                          （R4.1改訂） 

 

● 免許申請等書類の作成は、この「宅地建物取引業者免許申請の手引」を必ず読んだう
えで行ってください。 

手引を読んでも分からない場合は下記へお問い合わせください。 
 
● 新規で免許を申請する場合や、既に個人で免許をお持ちで法人成を検討している場合

は、予め建築住宅課へご相談ください。 
 
● 書類提出の際は、受付時に内容を確認しますので、内容を十分説明のできる方が行っ

てください。 
  このため、郵送や配送等による申請の受付は行っておりません。 
 
● 免許申請書の更新は、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までの間に手続きを

する必要があります。この期間内のできるだけ早い時期に手続きを行っていただくよう
お願いします。 

 
● 免許後に変更が生じた場合は、30日以内に変更届を提出してください。どんな場合に

届出が必要になるかは「宅地建物取引業者が提出すべき変更届一覧表」（ホームページ
掲載）をご覧ください。 
 

 

 

 

 

 

◆◆問い合わせ先◆◆ 

〒４００－８５０１ 

山梨県甲府市丸の内１－６－１ 別館３階 

山梨県県土整備部建築住宅課 企画担当 

TEL：055-223-1730 FAX：055-223-1736 

 

◆◆ 提 出 先 ◆◆ 

名称 住所 TEL  ／  FAX 

山梨県県土整備部 

中北建設事務所建築課 

〒４００－００６５ 

甲府市貢川２－１－８ 
055-224-1674／055-224-1780 

山梨県県土整備部 

峡東建設事務所都市計画・建築課 

〒４０４－８６０１ 

甲州市塩山上塩後１２３９－１ 
0553-20-2718／0553-20-2719 

山梨県県土整備部 

峡南建設事務所都市計画・建築課 

〒４０９－３６０６ 

西八代郡市川三郷町高田１１１－１ 
055-240-4133／055-240-4134 

山梨県県土整備部 

富士・東部建設事務所 

都市計画・建築課 

〒４０１－００１５ 

大月市大月町花咲１６０８－３ 
0554-22-7817／0554-22-7818 
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１ 宅地建物取引業の免許制度の概要 

宅建業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。 

・宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うもの 

・宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借の代理又は媒介する行為で業として行うもの 

 

区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介 

売買 ○ ○ ○ 

交換 ○ ○ ○ 

賃借 × ○ ○ 

 

「業として行う」ことの判断基準（宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方） 

以下の事項を参考に諸要因を勘案して総合的に判断します。 

①取引の対象者 

広く一般の者を対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められ

るものは事業性が低い。特定の関係とは、親族間、隣接する土地所有者等の代替が容易でないものが該当

する。 

②取引の目的 

利益を目的とするものは事業性が高く、特定の資金需要の充足を目的とするものは事業性が低い。特定

の資金需要の例としては、相続税の納税、住み替えに伴う既存住宅の処分等利益を得るために行うもので

はないものがある。 

③取引対象物件の取得経緯 

転売するために取得した物件の取引は事業性が高く、相続又は自ら使用するために取得した物件の取引

は事業性が低い。自ら使用するために取得した物件とは、個人の居住用の住宅、事業者の事業所、工場、

社宅等の宅地建物が該当する。 

④取引の態様 

自ら購入者を募り一般消費者に直接販売使用とするものは事業性が高く、宅地建物取引業者（以下、「業

者」という。）に代理又は媒介を依頼して販売使用とするものは事業性が低い。 

⑤取引の反復継続性 

反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、一回限りの取引として行おうとするものは事業

性が低い。反復継続性は、現在の状況のみならず、過去の行為並びに将来の行為の予定を含めて判断する

ものとする。また、一回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして行う宅地の販売等複数

の者に対して行われるものは反復継続的な取引に該当する。 

 

２ 免許の区分 
宅建業を営もうとする場合には、業法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなけ

ればなりません。 

また、宅建業の免許は個人又は法人でも申請することができますが、個人免許の場合は個人、法人免許の

場合は法人に対して専属のものであり、相続や売買はできず、個人から法人、法人から個人へ免許を換える

場合には、改めて新規で免許申請及び廃業等届出書の提出が必要となります。 

 

国土交通大臣免許 
２以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営もうとする場合 

（申請は主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して申請） 

都道府県知事免許 １の都道府県の区域内のみに事務所を設置して宅建業を営もうとする場合 

  

個人、法人の区分 

個人→法人、法人→個人の切り換え  

※既免許は廃業し、新規で免許申請が必要です。実質的に同一（名称、所在地、

代表、専取などが同一）と認められる場合には、業務が中断しないよう「法人

成の特例」を適用することができますが、その場合も新規免許申請が必要です。

詳しくはお問い合わせください。 
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３ 免許の有効期間（業法第３条第２～５項） 
 

免許の有効期間は免許日の翌日から起算して５年間です。【業法第３条第２項】 

有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければなりません。 

免許の更新を受けようとする者は、その有効期間の満了の日の９０日前から３０日前までの間に免許申請

書を提出しなければなりません。 

免許の更新があった場合において、有効期間の満了の日までに処分がなされないときは、従前の免許は、

有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお、効力を有します。 

また、この場合、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の

日の翌日から起算となります。 

 

R3.1.1 R3.1.2  R7.10.3  R7.12.2 R8.1.1 

   

免許の有効期間 

   

    

更新の免許申請書

提出期間 

  

免許年月日 免許の翌日 90 日前  30 日前 免許応当日 

更新の免許申請書を提出しない場合には、有効期間が満了したのち免許は失効となります。 

失効状態のまま、宅建業を営むと業法違反により３年以下の懲役若しくは３００万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科されます。（業法第１２条：無免許事業等の禁止【罰則第７９条第１項第２号】） 

 

４ 免許の基準 
 

免許を受けようとする者（申請者・役員・法定代理人・政令使用人）が次の欠格要件のいずれかに該当す

る場合または免許申請書・添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が

欠けている場合、免許を与えることはできません。 

また、免許を受けた後に、欠格要件に該当することとなった場合、免許は取り消されます。 

 

（１）免許の欠格要件の主なもの（業法第５条） 

①破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

②免許取消しの日から５年を経過しない者（免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停

止処分に違反をして免許取消されていた者） 

③免許取消処分の聴聞の公示後、廃業届の提出をした者 

④刑事罰処罰者等（禁固刑以上の刑又は宅建業法や刑法等の違反による罰金刑に処されてから５年を

経過しない者） 

⑤暴力団員もしくは暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

⑥免許の申請前５年以内に宅建業に関して不正又は著しく不当な行為をした者 

⑦不正又は不誠実な行為をすることが明らかな者 

⑧心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者 

⑨事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合 

 

（２）免許申請上の留意事項 

＜商号・名称の制限の例＞ 

次のような場合には商号又は名称の変更をお願いする場合があります。 

①法令上、その商号、名称の使用が禁止されているもの 

②地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしいもの（例：〇〇公社、〇〇協会） 

③指定流通機構の名称と紛らわしいもの（例：〇〇流通機構、○○不動産機構） 

④変体仮名及び図形又は符号等で判読しにくいもの 

 

＜法人の商業登記簿目的欄（法人の場合）＞ 

法人の場合は、商業登記簿の目的欄に「宅地建物取引業」等、宅建業を営む旨の記載をしてください。 
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（３）事務所の形態（業法第３条第１項） 

物理的にも社会通念上も宅建業の業務を行なえる機能を持つ独立した事務所として認識される程度

の独立した形態を備えていることが必要です。 

①同一フロアに他の法人と同居する場合、他法人とは間仕切り等で明確に区切られていること。 

②一般の戸建て住宅の場合、住宅の出入口以外の事務所として専用の出入口を設けていることを原則

とする。また、他の部屋とは壁で間仕切りされており、事務所のみで使用していること。 

③仮設の建築物は、原則として事務所として認めない。 

④マンションの一室を事務所とする場合、管理規約上事務所としての使用が認められていること（管

理組合の同意書・管理規約等を添付すること。）。また、個人の居住部分と区別されていること。 

 

【事務所についての留意点】 
＜支店でのみ宅建業を営む場合＞ 

本店で宅建業を行わなくても、本店は宅建業の「事務所」となり、本店、支店双方に営業保証金の

供託及び専任の宅地建物取引士の設置が必要 

 

＜本店でのみ宅建業を営む場合＞ 

支店の登記があっても、支店で宅建業を行わなければ「事務所」として取り扱わない。本店のみに

営業保証金の供託及び専任の宅地建物取引士の設置が必要となる。 

 

＜一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合＞※事前相談が必要です 

以下について全て該当する場合に限り、事務所として認めています。 

①住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある、あるいは居室を通らずに事務所へ行ける。 

②他の部屋とは壁又は可動しないような間仕切りがある 

③内部が事務所としての形態を整えてあり、事務所の用途のみの使用としている 

事務所の位置を確認するため、住宅全体の「間取り図」を添付してください。 

                                 

(例)○         (例)○            (例)×           

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜同じフロアに他の法人等と同居している事務所の場合＞※事前相談が必要です 

以下について全て該当する場合に限り、事務所として認めています。 

①申請業者の事務所専用の出入口がある 

②他法人の部屋とは壁又は可動しないような間仕切りがある 

③内部が事務所としての形態を整えてあり、事務所の用途のみ使用している 

事務所の位置を確認するため、フロア全体の「平面図」を添付してください。  

(例)○                (例)×          (例)×  

                       

 

 

 

 

 

 

 

入 入 入

他法人等 口 口 口

申 請 者
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居住スペース　　
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務
所

事
務
所

居住スペース 居住スペース

×
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（４）政令第２条の２で定める使用人（施行令第２条の２） 

契約締結権を有する代表取締役が常勤しない場合、事務所に常勤している者で契約締結権を有する者を業

法第４条第１項第２号等の政令で定める使用人（以下「政令使用人」という。）として設置する必要があ

ります。政令使用人とは、単なる社員、従業員のことではなく、その事務所の代表者で、「契約を締結

する権限を有する使用人」となります。 

 

【政令使用人の設置の要否】 

 事務所 事務所の体制 設置の要否  

本店又は 

主たる事務所 

申請者である代表取締役が常勤する 不要 

申請者である代表取締役が常勤しない ※１ 要 

申請者である代表取締役が他法人の代表取締役と兼務 勤務形態で判断 

申請者である代表取締役が他法人の役員と兼務する 勤務形態で判断 

支店又は 

従たる事務所 

申請者である代表取締役が常勤する 不要 

申請者以外の代表取締役が常勤する ※２ 要 

専任の宅地建物取引士のみが常勤する 要 

※１ 代表取締役が常勤しなくとも従業者として取り扱います 

※２ 申請者以外の代表取締役は、申請者である代表取締役と権限は同等であるが、支店又は従たる事

務所に常勤する場合には、宅建業の免許申請書上は政令使用人欄へ記載する。 

 

（５）専任の宅地建物取引士 

宅地建物取引士（以下、「取引士」という。）は、宅地建物取引士資格試験に合格後、宅地建物取引

士資格登録を行い、宅地建物取引士証の交付を受けている方が取引士としての業務（重要事項説明等）

を行うことができます。 

※ 宅地建物取引士証の有効期間が切れている場合には、取引士としての業務を行うことができず、専

任の宅地建物取引士（以下、「専取」という。）として就任することもできません。 

 

【専取の設置義務】（業法第３１条の３、規則第１５条の５の３） 

事務所の場合 従業者(★)５名につき１名以上の割合で専取を設置 

業法５０条２項で定める

案内所等の場合 
少なくとも１名以上の専取を設置 

※専取が不足した場合、２週間以内に補充等必要な措置をとらなければなりません 

 

★従業者の考え方    ○＝従業者に該当 ×＝従業者に非該当 

業者の兼業有無 兼業なし 兼業あり 

その者の業務 

のウェイト 
宅建業のみ 宅建業が主 兼業が主 

代 表 者 ○ ○ ○ 

役   員 非常勤は× 非常勤は× 非常勤は× 

専取・営業 ○ ○ ○ 

事務・経理 ○ ○ × 

※常勤・非常勤の別を記載していない場合、常勤・非常勤とも同じ扱いです 

※様式第２号「添付書類（８）宅建業に従事する者の名簿」及び様式第８号の２「従業者名簿」

への記載が必要です 

※監査役は会社法第３３５条により従業者に該当しません。 

  

【専取になるための条件】 

①事務所に常勤していること（常勤性） 

②宅建業に専ら従事する状態であること（専任性） 

※他の会社の常勤役員・他会社の社員・公務員等、社会通念上における営業時間に、宅建業の事務所

で勤務できない者は専取に就任できない。 

※通常の通勤が困難な遠隔地に住んでいる者は、専取に就任できない 

※消費者（顧客）の依頼に常に対応できるかどうかが判断の基準となる 
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【専取が他の職業を兼務するときの専任性】 

  兼務する職業等 専任性認否  備   考  

同一法人内 建築士事務所の管理建築士 △ 
勤務場所が宅建業の事務所と同一の場合であ

るときのみ専任性を認める 
建設業法上の専任の技術者 △ 

宅建業以外の業種との兼務 △ 

同
一
個
人
業
者
内 

 

同
一
事
務
所 

行 政 書 士 ○ 
免許業者と同居する場合にのみ、専任性を認め

る。同居でなくなった場合は、専取を交替する

必要あり。 

司 法 書 士 ○ 

土地家屋調査士 ○ 

小売業・飲食業・農業 ▲ 兼業部門を他の従業者に任せることができ、専

取が宅建業に常に専任できる場合のみ認める。 

別
事
務
所 

行 政 書 士 × 

兼務する職業の勤務形態等に関わらず専任性

を認めない 

司 法 書 士 × 

土地家屋調査士 × 

小売業・飲食業・農業 × 

他法人等 

に勤務 

(他の個人事

業を営む場

合を含む) 

学生 ×      

市区町村・都道府県・国会議員 ▲ 議員活動の時間により個別判断となるが、消極

的に解する。 

他法人等の代表者 ×  

他法人の役員 △ 非常勤のみ認める。常勤は× 

他法人等の使用人 ×  

   （注）△▲：必要書類は個別判断が必要なため、お問い合わせください。 

 

 

 

５ 免許申請手数料【大臣・山梨県知事】 

 

区分 
登録免許税 手数料（３３，０００円）  

（９万円） 収入印紙 山梨県収入証紙 

大臣申請 

新規 ○ － － 

免許換え（知事→大臣） ○ － － 

更新 － ○ － 

知事申請 

新規 － － ○ 

免許換え（大臣又は他都道府県知事→山梨県知事） － － ○ 

更新 － － ○ 

①大臣免許新規、山梨県知事免許から大臣への免許換え申請の場合 

登録免許税９万円を納付し、その領収書原本を免許申請書第五面の貼付欄へ貼付してください。 

納付手続きは、国庫金を扱う銀行または郵便局で行うことができます。 

登録免許税の振込先 関東信越国税局浦和税務署（埼玉県さいたま市中央区新都心１－１） 

②大臣免許更新の場合 

 ３３，０００円の収入印紙（建設事務所の窓口で確認を受けた後に免許申請書第５面に貼付する） 

③山梨県知事免許の新規、更新、大臣又は他都道府県からの免許換え申請の場合 

 ３３，０００円の山梨県収入証紙（建設事務所の窓口で確認を受けた後に免許申請書第５面に貼付する） 
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６ 営業保証金の供託 ※新規のみ（業法第２５条、６４条） 

免許となりましたら、免許日を通知しますので、営業保証金の供託又は宅地建物取引業保証協会への加入

を条件に免許証の交付をしています。 

免許日から３ヶ月以内に営業保証金の供託又は宅地建物取引業保証協会への加入のいずれかの手続きを

行わない場合には、免許が取り消されることがあります。 

免許失効後、新たに免許を取得する場合、その新たな免許についての営業保証金を供託しなければなりま

せん。 

（１）供託所に供託する場合 

管轄、供託手続きの詳細については、直接、供託所へお問い合わせください。 

甲府地方法務局 

本局 甲府市丸の内１丁目１番１８号（甲府合同庁舎） 055-252-7151 

鰍沢支局 南巨摩郡富士川町鰍沢２５４３番地４ 0556-22-0174 

大月支局 大月市御太刀２丁目８番１０号（大月地方合同庁舎） 0554-22-0799 

 

以下の供託額を主たる事務所（本店）の最寄りの供託所に供託を行ってください。 

主たる事務所（本店） １，０００万円 従たる事務所（支店等） ５００万円／１店 

 

【供託後の手続き】 

営業保証金の供託後、以下の書類を提出し、免許証の交付を受けてください。  

提出先 管轄の建設事務所（ただし、中北建設事務所管内は県庁建築住宅課） 

必要書類 

営業保証金供託済届出書 

供託書の写し 

代表者印 又は 代表者以外の場合は社員証とその者の印 

（委任を受けた行政書士の場合は行政書士票又は補助者票と印） 

 

（２）保証協会に加入する場合 

保証協会への加入は入会金等が必要となりますので、直接、以下の協会へお問い合わせください。 

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 

山梨県本部 

甲府市下小河原町２３７－５ 
055-243-4300 

公益社団法人不動産保証協会山梨県本部 甲府市徳行３－１３－２５ 055-223-2103 

弁済業務保証金分担金の金額 

主たる事務所（本店） ６０万円 従たる事務所（支店等） ３０万円／１店 

 

【保証協会への加入後の手続き】 

以下の書類を提出し、免許証の交付を受けてください。  

提出先 管轄の建設事務所（ただし、中北建設事務所管内は県庁建築住宅課） 

必要書類 

弁済業務保証金分担金納付書 

代表者印 又は 代表者以外の場合は社員証とその者の印 

（委任を受けた行政書士の場合は行政書士票又は補助者票と印） 
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７ 新規申請の場合の、申請から免許取得、営業開始までの流れ 
 

 

申請書類等の様式は、山梨県のＨＰからダウンロードできます。 

県において紙媒体での販売、配布は行っておりません。 

 

提出先：主たる事務所（本店）の所在地を管轄する建設事務所 

 

 

 

免許申請書受付時に、山梨県収入証紙を第五面へ貼付してください 

 

 

 

 

 

建築住宅課の担当者が日程について連絡の上、伺います 

 

 

 

 

主たる事務所（本店）の所在地を管轄する建設事務所から通知 

（中北建設事務所管内の場合は県庁建築住宅課から通知） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出先：免許申請書を提出した管轄の建設事務所 

（ただし中北建設事務所管内は県庁建築住宅課） 

 

 

 

 

 

弁済業務保証金の場合は、協会が東京法務局へ         

供託した後に営業開始 

 

 

提出先：県庁建築住宅課（※郵送可） 

 

従業者のうち宅地建物取引士の資格登録を保有している方は全員、「従事先」の登録が必要です。 

代表取締役が取引士資格を有している場合、雇用証明書の代わりに免許証のコピーを添付してく

ださい。 

免許通知以降に行う事務 

・従業者証明書  

・従業者名簿   の作成 

 

・業者票 

・報酬額表  の掲示 

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 

申請書類作成、添付書類の作成・取得 

受付 

補正依頼 

書類審査 

事務所調査 

補正依頼 

 

免許申請 

免許通知 

是正命令 拒否 

拒否 

宅地建物取引業保証協会へ加入 営業保証金の供託（最寄りの供託所） 

免許証・免許申請書（副本）の受領 

・弁済業務保証金分担金納付書 

・代表者印又は,代表者以外の場合は社員

証とその者の印（委任を受けた行政書士

の場合は行政書士票又は補助者票と、印） 

・営業保証金供託済届出書  ・供託書の写し 

・代表者印又は,代表者以外の場合は社員証とそ

の者の印（委任を受けた行政書士の場合は行政

書士票又は補助者票と、印） 

 

書類提出 

営業開始 

免許日から３ヶ月以内にいずれかの手続きを行ってください 
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８ 変更、廃業の届出等（業法第９条、１１条） 

  免許後に、商号又は名称、事務所、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士、従業者等に変更があった

場合、又は宅地建物取引業を廃業した場合には、事実が生じた日から３０日以内に届出が必要です。 

  詳しくは「宅地建物取引業者が提出すべき変更届等書類一覧表」（ホームページ掲載）を参照してくだい。 

 

 

 

９ 事務所立入調査（業法第７２条） 

 

新規免許申請する業者につきましては、書類審査終了後、建築住宅課担当者が、事務所に伺い、免許の基

準に適しているかの現地確認を行い、また、免許後の手続きや宅建業法上の留意点について説明を行います。

調査の日程については、建築住宅課担当者から連絡をします。 

 

既に免許を受けている業者につきましても、定期的な立入調査を行っています。 

また、免許要件や宅建業業務に関し疑義のある場合についても、随時、宅地建物取引業法第７２条に基づ

く報告を求めたり、事務所調査を行ったりすることがありますので予めご承知おき願います。 

 

 

１０ 個人情報の利用目的 
 

   山梨県知事及び国土交通大臣（各地方整備局長、北海道開発局長、沖縄総合事務局長を含む。以下同じ）

が、宅地建物取引業法第４条に基づき提出される「宅地建物取引業の免許申請書及び添付書類」 及び同法

第９条に基づき提出される「変更届出書」（以下「免許申請書等」という）により取得する個人情報は、次

の目的で利用します。 

  ①免許申請の審査事務（国土交通大臣及び都道府県知事が行う審査事務において相互に利用する場合を 

含む） 

  ②免許を受けた者に対する指導監督等の事務（国土交通大臣及び都道府県知事が行う指導監督等事務にお

いて相互に利用する場合を含む） 

  ③免許申請書等の閲覧 

 

 

１１ 免許申請に必要な書類（知事免許） 

 
必要書類は、法人と個人で異なります。次ページ以降を参照してください。 
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 法人申請 １の１   免許申請（新規・免許換え新規・更新）に必要な書類 ( 知事免許 ) 
 

  順序    書類の名称            作 成 上 の 注 意  

 ①  免許申請書 

 (様式第一号) 

 

 (第一面)  ・申請者の商号又は名称、所在地は、法人の履歴事項全部証明書に記載されているものを記入する。 

 ・「免許の種類」欄の免許換新規とは、知事免許から大臣免許又はその逆の場合等である。 

 ・宅地建物取引業以外に行っている事業がある場合には、法人の履歴事項全部証明書に登録されて 

いる事業目的のうち現に営んでいる事業で主なものを３つまで記入。 

    (第二面) 

(第三面 )

(第四面) 

 

 

 

 (第五面) 

     ・役員の氏名、役名は、監査役まで役員全員を記入し、氏名にはフリガナを必ずつける。 

 ・第三面、第四面は、事務所ごとに作成する。１つの事務所につき専任の宅地建物取引士が４人未満の

場合には、第四面は添付不要。 

 ・政令で定める使用人とは、使用人（従業員）で、事務所を代表する契約締結権限を有する者で、 

  支店等の支店長等がこれにあたる。又、主たる事務所の代表者が常駐しない場合などについても 

  置かれる。 

 ・事務所には、必ず従業者５名につき１名の割合で専任の宅地建物取引士が常勤しなければならない。 

 ・山梨県収入証紙は貼らずに持参（新規・更新とも３３，０００円）。建設事務所窓口で書類を 

確認後に貼付し、第五面と第一面に割印又は割書きをする。 

 

 

 ②  添付書類 (1) 

 宅地建物取引業 
 経歴書 
 (様式第二号) 

 
 ・新規申請の場合は、「最初の免許」の欄に、新規と記入する。 

 ・更新の場合は、「最初の免許」の欄に、初めて免許を取得した年月日を記入する。 
 ・免許の期限切れや一時廃業したことにより改めて免許申請するときは、初めて免許を取得した年月日

を記入し、その下に「免許切れ」又は「廃業」と記入し、（  ） 書きでその免許番号を記入する。 
 ・事業の実績は、記載された価格や手数料等と、決算報告書や納税証明書と照合することとなるので、

事実のとおり記入する。 

 ・第一面には代理又は媒介の実績を、第二面には売買・交換の実績を記入する。（千円未満は切り捨て） 
 ・免許の期限切れ、廃業等に伴い新規申請の場合や免許換えの申請をする場合、従前の実績を記入する。 

 ・事業実績の期間は、決算期と符合させる。 

 ・事業の実績がない場合は、合計欄にゼロを記入する。 

 ③  添付書類 (2) 
 誓 約 書 

  ・申請者、役員、政令使用人について、宅地建物取引業法第５条第１項各号（破産手続開始の決定を 
受けて復権を得ないもの、免許の取消処分の日及び刑の執行を受けることがなくなった日から５年 
を経過しない者等）に該当しない旨の誓約をする。 

 ④  添付書類 (3) 
専任の宅地建物取

引士設置証明書 

 (第一面) 

 (第二面) 

 ・この証明書は、専任の宅地建物取引士がその事務所に常時勤務することについて代表者が証明する。 

 ・事務所の従業者５人について１人以上の専任の宅地建物取引士の設置が必要。 

 ⑤  添付書類 (4) 
 相談役及び顧問 
 株主等の名簿 

 

 ・法人に、相談役及び顧問が設けられていない場合、免許番号のみ記入する。 

 ・５／１００以上の株主については氏名及び住所（法人の場合は商号及び所在地）を記入し、保有株主
の数、出資金額、持分割合を記入する。 

 ⑥  添付書類 (5) 
 

 事務所を使用す 

 る権原に関する 

 書面 

  ・事務所の所在地と、法人の履歴事項全部証明書に記載された所在地又は賃貸借契約書等に記載されて
いる住所の表示に相違がある場合は、事務所の所在地を記載した下段に（  ）書きで法人の履歴事
項全部証明書に記載された所在地等を併記する。(申立書等の提出をお願いすることがあります) 

 ・所有者の欄は、事務所の所有者の氏名又は法人名（法人の代表者名を含む）を記入する。 

 ・事務所の所有者と免許申請者が異なる場合、契約相手は、申請者から見た契約相手を記入する。 

 ・契約形態は賃貸借・使用貸借の別を記入する。 
・用途は土地建物登記簿謄本、賃貸借契約書、使用貸借契約書等に記載された用途を記入する。(これ
らの書類の添付をお願いすることがあります。) 

 ⑦  添付書類 (6) 

 

 略 歴 書 

  ・「職名」欄は代表取締役・取締役・監査役などの役職、政令使用人、専任の宅地建物取引士、相談 

  役又は顧問の別を記入する。 

 ・「登録番号」欄は、宅地建物取引士証の保有の有無に関わらず、宅地建物取引士の登録番号を記載す

る。 

 ・職歴欄は、学卒後から現在に至るまで正しく詳細に記入し、就職又は退職（法人の役員の就、退任）
年月日を必ず記入する。（省略をしない。） 

 ・他の法人等の役員又は従業員等を兼務する場合、そのすべてを記入する。 

 ・略歴書の様式は、あらかじめ人数分コピーしてから記入する。 

 ・代表者、役員、政令使用人等が専任の宅地建物取引士となる場合は、略歴書、身分証明書、登記され
ていないことの証明書を重複添付する必要はない。 
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 法人申請 １の２  
 

  順序   書類の名称           作 成 上 の 注 意  

 ⑧  添付書類 (8) 
 従業者名簿 

  ・宅地建物取引業に従事する者につき、事務所毎に分けて全員記入する。代表者は必ず含める。 

 ・役員については、①宅地建物取引業のみを業としている場合、役員（非常勤は除く）は全て含む。 

  ②他の業種と兼業している場合は宅地建物取引業に従事する役員に限る。 

 ・職務の内容欄には、「営業」「経理」「総務」等、具体的に記入する。専任の宅地建物取引士の場

合は「専取」も記載。 

 ・「従業者証明書番号」は、宅地建物取引業務に従事するようになった年月又は雇用年月を西暦下 

  ２ｹﾀ（１ケタの場合は前に０をつけて）で４ケタの数字をつくり、その後に事務所ごとに雇用さ 
  れた順番をつけて６ケタ以上の番号を各々つけること。 

  (例：２００３年４月に５番目に雇用された者の従業者証明書番号 → ０３０４０５) 

 ・法人の監査役は、会社法第３３５条第２項により従業者となることができないので注意すること。 
    

  ⑨  身分証明書   ・取締役、監査役、相談役、顧問、政令使用人、専任の宅地建物取引士についての身分証明書を添付する。 

 ・本籍地の市区町村長が、申請前３ヶ月以内に発行した身分証明書を使用する。 

  （禁治産者、準禁治産者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨の証明） 

 ・外国人は身分証明書と同じ内容を自分で誓約した書面と、住民票（「国籍・地域」及び「在留カー
ド等の番号」の記載のあるもので申請前３月以内に発行されたもの）を添付する。 

  （これは破産者でない証明のための必須書類です） 
 ・禁治産者、準禁治産者に該当し、これらの証明が受けられない場合は、宅地建物取引業の事務を 
  適正に行う能力を有する旨を記載した、医師の診断書が必要となります。 

 

 ⑩  登記されてい 

 ないことの証 

 明書 

  ・取締役、監査役、相談役、顧問、政令使用人、専任の宅地建物取引士について、法務局が申請前３ 

  月以内に発行した「登記されていないことの証明書」を添付する。 

  （「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」項目の証明） 
 ・窓口での交付は、東京法務局民事行政部後見登録課及び全国の法務局で行う。 

   （山梨県内では、甲府地方法務局戸籍課のみ。電話０５５－２５２－７１５１） 

 ・郵送による交付は、東京法務局のみ。 

  郵送先 東京法務局民事行政部後見人登録課（電話０３－５２１３－１３６０） 

  住所 〒102-8226 千代田区九段南１－１－１５ 九段第２合同庁舎 
 ・成年被後見人、被保佐人に該当し、これらの証明が受けられない場合は、宅地建物取引業の事務 
  を適正に行う能力を有する旨を記載した、医師の診断書が必要となります。 

 ⑪  決 算 書   ・申請前直近の事業年度の決算書の貸借対照表及び損益計算書部分を添付する。 

 ・免許の期限切れ、廃業に伴い新規に申請する場合や免許換えの申請をする場合も添付する。 

 ・新設法人（設立１回目の決算期の到来していない法人）の場合は設立時の貸借対照表を添付する。 

 ⑫  納税証明書   ・税務署が申請前３ヶ月以内に発行した申請の直前１年間の法人税納税証明書(その１・納税額用)。 

 ・免許の期限切れ、廃業に伴い新規に申請する場合や免許換えの申請をする場合も添付する。 

 ・納付すべき税額が０のときも、その旨記載のある納税証明書を添付する（その１・納税額用）。 

・新設法人（設立１回目の決算期の到来していない法人）の場合は、添付できない理由書を添付する。 

 ⑬ 履歴事項全部

証明書 

  ・登記した法務局（登記所）で発行されるもの。（３ヶ月以内に発行されたものを使用） 

 ・事業目的には、宅地建物取引業等（土地の売買、媒介等の内容）の表示を要する。 

 ⑭  顔写真   ・代表者、専任の宅地建物取引士について、たて４㎝、よこ３㎝で上半身無帽、正面向きのものを貼

付する（副本にも写真（カラーコピー可）を貼付する。） 

 ・６ヶ月以内に撮影したもので必ずカラー。 

  （デジタルカメラで撮影した写真でも鮮明であれば可、ポラロイド写真は不可） 

 ⑮  事務所付近の 

 地図及び事務 

 所の写真 

  ・主たる事務所（本店）、従たる事務所（支店）の最寄り駅からの地図を詳細に記載し、途中の 

  目印、目標物となる建物等を多数記入し事務所の位置を明示する。 

 ・事務所の写真は、事務所の入り口を含めた建物全景が確認できる必要枚数を貼付し、事務所内部 

  については、概観について机、応接セット、電話，ＦＡＸ等が確認できる必要枚数を貼付する。 

 ・ビル等の内部にある事務所については、建物と事務所の入り口部分の両方を貼付する。 

 ・免許の更新の申請時には、外部の看板及び内部の業者票、報酬額の掲示の状況が確認できる写真 

  を加えて貼付する。 

 ・６ヶ月以内に撮影したもので必ずカラー。副本にも写真（カラーコピー可）を貼付すること。 

  （デジタルカメラで撮影した写真でも鮮明であれば可、ポラロイド写真は不可） 

※表中の色塗りの書類は様式を建築住宅課ホームページからダウンロード可能。 

※記入する場合は、黒色のボールペン等（耐水性のもの）を使用。（鉛筆書きや文字が消えるものは不可） 



- 11 - 

 

       

  個人申請 ２の１

  

 免許申請（新規・免許換え新規・更新）に必要な書類 ( 知事免許 ) 
 

  順序   書類の名称           作 成 上 の 注 意  

 ①  免許申請書 

 (様式第一号) 

 

 

 (第一面) 

 

 (第二面) 

 (第三面) 

 (第四面) 
 

 

 

 

 (第五面) 

 ・「免許の種類」欄の免許換え新規とは、知事免許から大臣免許又はその逆の場合等である。 

 ・宅地建物取引業以外に行っている事業がある場合、現に営んでいる事業で主なものを３つまで記入。 

 ・第二面は個人申請の場合には添付不要。 

 ・第三面、第四面は、事務所ごとに作成する。１つの事務所につき専任の宅地建物取引士が４人未満

の場合は第四面は添付不要。 

 ・政令で定める使用人とは、使用人（従業員）で、事務所を代表する契約締結権限を有する者で、 

  支店等の支店長等がこれにあたる。又、主たる事務所の代表者が常駐しない場合などについても 

  置かれる。 

 ・事務所には、必ず従業者５名につき１名の割合で専任の宅地建物取引士が常勤しなければならない。 

 ・山梨県収入証紙は貼らずに持参（新規・更新とも３３，０００円）。建設事務所窓口で書類を確認 

後に貼付し、第五面と第一面に割印又は割書きをする。 

 ②  添付書類 (1)  (第一面)  ・新規開業の場合は、「最初の免許」の欄に、新規と記入する。 

   宅地建物取引業 

 経歴書 

 (様式第二号) 

 (第二面)  ・更新の場合は、「最初の免許」の欄に、初めて免許を取得した年月日を記入する。 

・免許の期限切れや一時廃業したことにより改めて免許申請するときは、初めて免許を取得した年月
日を記入し、その下に「免許切れ」又は「廃業」と記入し、（  ）書きでその 免許番号を記入する。 

 ・第一面には代理又は媒介の実績を、第二面には売買・交換の実績を記入する。（千円未満は切り捨
て） 

 ・免許の期限切れ、廃業等に伴う新規申請の場合や免許換えの申請の場合、従前の実績を記入する。 

 ・事業実績の期間は、１月１日から１２月３１日までとし、事業開始の年については免許日から１２

月３１日までとする。 

 ・事業の実績がない場合は、合計欄にゼロを記入する。 

 

 ③  添付書類 (2) 
 誓 約 書 

  ・申請者、政令使用人について、宅地建物取引業法第５条第１項各号（破産手続き開始の決定を受 

  けて復権を得ないもの、免許の取消処分の日及び刑の執行を受けることがなくなった日 

  から５年を経過しない者等）に該当しない旨の誓約をする。 

 ④  添付書類 (3) 

 専任の宅地建物取

引士設置証明書 

  ・この証明書は、専任の宅地建物取引士がその事務所に常時勤務することについて代表者が証明する。 

 ・事務所の従業者５人について１人以上の専任の宅地建物取引士の設置が必要。 

 ⑤  添付書類 (5) 

 事務所を使用す 

 る権原に関する 

 書面 

  ・所有者の欄は、事務所の所有者の氏名又は法人名（法人の代表者名を含む）を記入する。 

 ・事務所の所有者と免許申請者が異なる場合、契約相手は、申請者から見た契約相手を記入する。 

・契約形態は賃貸借・使用貸借の別を記入する。 

・用途は土地建物登記簿謄本、賃貸借契約書、使用貸借契約書等に記載された用途を記入する。(こ

れらの書類の添付をお願いすることがあります) 

 ⑥  添付書類 (6) 

 略 歴 書 

  ・「職名」欄は代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士の別を記入する。 

 ・「登録番号」欄は、宅地建物取引士証の保有の有無に関わらず、宅地建物取引士の登録番号を記載

する。 

 ・職歴欄は学卒後から現在に至るまで正しく詳細に記入し、就職又は退職（法人の役員の就、退任 
年月日を必ず記入する。（省略をしない。） 

 ・他の法人等の役員又は従業員等を兼務する場合、そのすべてを記入する。 

 ・略歴書の様式は、あらかじめ人数分コピーしてから記入する。 

 ・代表者、政令使用人が専任の宅地建物取引士となる場合は、略歴書、身分証明書、登記されていな
いことの証明書を重複添付する必要はない。 
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 個人申請 ２の２  

 
 

  順序   書類の名称           作 成 上 の 注 意  

 ⑦  添付書類 (７) 
 資産に関す 

 る調書 

  ・事業主個人の資産内容を具体的に摘要まで記入する。 

 ・不動産、備品等の価格は、固定資産税の課税評価額を参考にして記入する。 
・記載日は、申請前３ヶ月以内とし、なるべく直前が望ましい。 

 ⑧  添付書類 (8) 

 従業者名簿 

  ・宅地建物取引業に従事する者につき、事務所毎に分けて全員記入する。代表者は必ず含める。 

 ・職務の内容欄には、「営業」「経理」「総務」等、具体的に記入する。専任の宅地建物取引士の場

合は「専取」も記載。 

 ・「従業者証明書番号」は、宅地建物取引業務に従事するようになった年月又は雇用年月を西暦下 

   ２ケタ（１ケタの場合は前に０をつけて）で４ケタの数字をつくり、その後に事務所ごとに雇用 

   された順番をつけて６ケタ以上の番号を各々つける。 

   (例：２００３年４月に５番目に雇用された者の従業者証明書番号 → ０３０４０５) 

 ⑨  身分証明書   ・代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士についての身分証明書を添付する。 

 ・本籍地の市区町村長が、申請前３ヶ月以内に発行した身分証明書を使用する。 

  （禁治産者・準禁治産者・破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨の証明） 

 ・外国人は身分証明書と同じ内容を自分で誓約した書面と、住民票（「国籍・地域」及び「在留カード
等の番号」の記載のあるもので申請前３カ月以内に発行されたもの）を添付する。 
（これは破産者でない証明のための必須書類です） 
・禁治産者、準禁治産者に該当し、これらの証明が受けられない場合は、宅地建物取引業の事務を  

   適正に行う能力を有する旨を記載した、医師の診断書が必要となります。 

 ⑩  登記されてい 

 ないことの証 

  ・代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士について、法務局が申請前３月以内に発行した 

  「登記されていないことの証明書」を添付する。 

   明書    （「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」項目の証明） 

 ・窓口での交付は、東京法務局民事行政部後見登録課及び全国の法務局で行う。 

   （山梨県内では、甲府地方法務局戸籍課のみ。電話０５５－２５２－７１５１） 

 ・郵送による交付は、東京法務局のみ。 

  郵送先 東京法務局民事行政部後見人登録課（電話０３－５２１３－１３６０） 

  住所 〒102-8226 千代田区九段南１－１－１５ 九段第２合同庁舎 
  ・成年被後見人、被保佐人に該当し、これらの証明が受けられない場合は、宅地建物取引業の事務  
  を適正に行う能力を有する旨を記載した、医師の診断書が必要となります。 

 

 ⑪  納税証明書   ・税務署が申請前３ヶ月以内に発行した申請の直前１年間の所得税納税証明書(その１・納税額用)。 

 ・免許の期限切れ、廃業に伴い新規に申請する場合や免許換えの申請をする場合も添付する。 

 ・給与所得者だった場合（新規のみ）は勤めていた者は過去１年の源泉徴収票（法人代表者印のある
ものが望ましい）を添付する。 

 ・納付すべき税額が０のときも、その旨記載のある納税証明書を添付する（その１・納税額用）。 

 ⑫  顔 写 真   ・代表者、専任の宅地建物取引士について、たて４㎝、よこ３㎝で上半身無帽、正面向きのものを貼
付する。（副本にも写真（カラーコピー可）を貼付する。） 

 ・６ヶ月以内に撮影したもので必ずカラー。 

  （デジタルカメラで撮影した写真でも鮮明であれば可、ポラロイド写真は不可） 

 ⑬  事務所付近 

 の地図及び事 

 務所の写真 

  ・主たる事務所（本店）、従たる事務所（支店）の最寄り駅からの地図を詳細に記載し、途中の 

  目印、目標物となる建物等を多数記入し事務所の位置を明示する。 

 ・事務所の写真は、事務所の入り口を含めた建物全景が確認できる必要枚数を貼付し、事務所内部 

  については、概観について机、応接セット、電話，ＦＡＸ等が確認できる必要枚数を貼付する。 

 ・ビル等の内部にある事務所については、建物と事務所の入り口部分の両方を貼付する。 

 ・免許の更新の申請時には、外部の看板及び内部の業者票、報酬額の掲示の状況が確認できる写真 

  を加えて貼付する。 

 ・６ヶ月以内に撮影したもので必ずカラー。副本にも写真（カラーコピー可）を貼付すること。 

  （デジタルカメラで撮影した写真でも鮮明であれば可、ポラロイド写真は不可） 

※表中の色塗りの書類は様式を建築住宅課ホームページからダウンロード可能。 

※記入する場合は、黒色のボールペン等（耐水性のもの）を使用。（鉛筆書きや文字が消えるものは不可） 
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１２提出部数、提出先 
 

【提出部数】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ※副本は正本のコピー（白黒）とする（ただし写真はカラーコピーとする） 

 

 
【提出先】 

 本店の所在地を管轄する建設事務所へ持参 

名  称 住  所 TEL・FAX 

山梨県県土整備部 

中北建設事務所建築課 

〒４００－００６５ 

甲府市貢川2-1-8 

TEL 055-224-1674 

FAX 055-224-1780 

山梨県県土整備部 

峡東建設事務所都市計画・建築課 

〒４０４－８６０１ 

甲州市塩山上塩後1239-1 

TEL 0553-20-2718 

FAX 0553-20-2719 

山梨県県土整備部 

峡南建設事務所都市計画・建築課 

〒４０９－３６０６ 

西八代郡市川三郷町高田111-1 

TEL 055-240-4133 

FAX 055-240-4134 

山梨県県土整備部 

富士・東部建設事務所都市計画・建築課 

〒４０１－００１５ 

大月市大月町花咲1608-3 

TEL 0554-22-7817 

FAX 0554-22-7818 

 

  

 新規 ・ 更新 変更 ・ 廃業 
 
 
大臣免許 

 
 
４部 

正１ 関東地方整備局 

副１ 建築住宅課控 

副１ 建設事務所控 

副１ 業者控（受付後すぐに返却） 

 

 
 
４部 

正１ 関東地方整備局控 

副１ 建築住宅課控 

副１ 建設事務所控 

副１ 業者控（受付後すぐに返却） 

 ※大臣免許の場合は免許証送付用の返信用封

筒(角形２号に簡易書留用切手440円貼付)詳

しくは電話でお問い合わせください。 

  

 
山梨県 
知事免許 

 
３部 

正１ 建築住宅課 

副１ 建設事務所控 

副１ 業者控（免許証交付時に返却） 

 
３部 

正１ 建築住宅課 

副１ 建設事務所控 

副１ 業者控（受付後すぐに返却） 

 

 ※新規で不動産関連団体へ加入する場合は、

加入手続きに必要なためお手元にコピーをも

う１部残してください。 

※変更・廃業にかかる必要書類については

「宅地建物取引業者が提出すべき変更届等書

類一覧表」（ホームページ掲載）を参照してく

ださい。 


